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二村 寿彦



とは・・・

• 2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択
された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世
界を目指す国際目標。

• 17のゴール、169のターゲットから構成される。
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とは・・・

• 地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。

• 発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的
なもの。

• 日本としても積極的に取り組んでいます。

• 各務原市としても取り組んでいきます。

かかみがはらSDGsパートナー登録制度 など
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各務原市の想い、目的

①普及啓発
・ＳＤＧｓの達成のためには、より多くのステークホルダー

が連携、協力して取り組む必要がある。

→ＳＤＧｓが、より多くの市民の目に触れるために。

→ＳＤＧｓに対する関心をより一層高めるきっかけに

なるように。

②持続可能なまちづくりの実現
・企業や団体等のＳＤＧｓの達成に向けた取組みを推進する。

・新たにＳＤＧｓに取り組む企業や団体等を増やしていく。

かかみがはらＳＤＧｓパートナー登録制度
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例えば…

世間では、「選ばれる企業」の基準の１つとして、

ＳＤＧｓに絡めた活動が当たり前になっている。

→ ＳＤＧｓに絡めた活動によるイメージの向上
※イメージの向上の点において、団体等も同じ

本制度を、そうした活動のきっかけや、ＰＲ、

コネクションの確立にご活用いただければと思う。
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かかみがはらＳＤＧｓパートナー登録制度



• 各務原市とともにＳＤＧｓの達成に向けて
取り組んでいただける企業、団体等を
かかみがはらＳＤＧｓパートナーとして募集中。

• 募集期間：令和４年４月１日～５月３１日 まで

かかみがはらＳＤＧｓパートナー登録制度
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ＳＤＧｓとは ＳＤＧｓの活動
登録制度

申請

登録制度の流れ
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ＳＤＧｓとは ＳＤＧｓの活動
登録制度

申請

登録制度の流れ

この後、セミナーで
学んでください
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ＳＤＧｓとは ＳＤＧｓの活動
登録制度

申請

登録制度の流れ

何をしようか…
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ＳＤＧｓとは ＳＤＧｓの活動
登録制度

申請

登録制度の流れ じゃあウチは
こういった
活動をしよう！
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ＳＤＧｓとは ＳＤＧｓの活動
登録制度

申請

登録制度の流れ ところで、
登録制度は
どう利用していけば
いい…？
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• ＳＤＧｓの普及啓発や、

ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを行っている、

または行う意欲がある企業、団体等。

各務原市内に事務所等を置く企業、

教育機関、学校法人、

特定非営利活動法人、個人事業主等。

• 個人で取り組んでくださる方は、対象外。

• 暴力団等と密接な関係を有している企業、団体は対象外。

登録制度 －対象－
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•市内の企業や団体等に限定
例えば…

①市内に複数「支店」のような事業所がある場合

→ それぞれの事務所ごとに申請可。一括して申請することも可。

②市外に本社があって、市内に支社、支店がある場合

→ 市外の本社は申請不可。市内の支社等は申請可。

③今時点は設立していないが、今後各務原市に

設立する予定…

→ 申請不可。

登録制度 －対象－
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• 申請の際には、申請書と宣言書が必要。

取り組んでいる内容 を記載。

これから取り組もうとしているもの も可。

次ページで記載例の紹介

登録制度 －申請－

14



申請日の記入

企業、団体の情報を記入

具体的な取り組み内容の
記入と、ＳＤＧｓのゴー
ルとの紐づけ各務原市や他のパートナー

と連携して取り組みたいこ
とを記入

全て同意していただき、
チェックをお願いします。

各務原市ＷＥＢサイト「か
かみがはらSDGsパート
ナー」からダウンロードで
きます。
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申請書の記載例



各務原市ＷＥＢサイト「かか
みがはらSDGsパートナー」
からダウンロードできます。

企業、団体名の記入

具体的な取組内容の記入

取り組み内容と紐づけられる
ＳＤＧｓのゴールを貼り付け

企業、団体の住所
企業、団体名
代表者名 の記入
(押印不要)

申請日と同日を記入

宣言書を各務原市ＷＥＢサイ
トに掲載する予定です。
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宣言書の記載例



•申請書と宣言書

→ 取り組み内容 を記載。

→ 定量的な目標または成果である必要はない。

• 各務原市役所 企画政策課 宛

直接持参、郵送、もしくはメールで送信。

※宛先は最終ページに記載

• 手数料無料。
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登録制度 －申請－



申請後2週間を目途に、「登録通知書」を送付

※登録には有効期限がある。

→当該登録の日から起算して１年を経過した日の属する年度の末日まで

(例) 令和4年4月12日 に登録となった場合

→令和5年4年12日 の属する年度 (令和5年度) の末日まで

→令和6年3月31日まで

期限が切れる前に更新していただく必要がある。
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登録制度 －申請－



①登録証を交付
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登録制度 －登録後－

※イメージ
県産材の間伐材を活用



②市のロゴマークの使用許可
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登録制度 －登録後－

※使用に関しては、関係規定を整備中



③市ＷＥＢサイトに企業名、団体名や活動内容を掲載

・活動内容は、宣言書を載せる予定。

・登録いただいた企業や団体等の、WEBサイトへの

リンクを設定する予定。

※SDGｓについて記載するページへのリンクを想定。
そういったページが無い場合、リンクの設定がされない可能性が
ございます。
ＳＤＧｓの１７のゴールアイコンの掲載や、ＳＤＧｓを
推進している旨の記載をしていただきますようお願いいたします。
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登録制度 －登録後－



①登録証により対外的にＰＲできる。

②各務原市のＷＥＢサイトに掲載されることで、

インターネット上における発信の幅が広がる。

③更なるコネクションを確立でき、活動の幅を

広げられる可能性がある。
※登録企業、団体同士で交流できる場を設ける予定

④各務原市と「ＳＤＧｓの推進に関する包括連携協定」を締結している

東京海上日動火災保険株式会社 による活動支援

(活動に関する助言等)を受けることができる
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登録制度のメリット



登録制度

申請

登録制度

報告書提出

登録制度の流れ
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登録申請をして
メリットを享受する



登録制度

申請

登録制度

報告書提出

登録制度の流れ
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報告書を提出



•年度末、３月中を目途に活動報告書を提出する

①申請時に、数値目標を立てていたが、達成できなかった場合

特に問題ない。

②申請時から、活動内容が変更になった場合

この実績報告で、実際に活動した内容を記載していただければ

問題ない。

主体的に取り組んでいただくことが重要
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登録制度 －実績報告－



①Ｑ＆Ａ集(随時更新)がございます。ご覧ください。

②７月に、登録証の交付式を行う予定。
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登録制度 －その他－



【書類提出先】
〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地

各務原市企画総務部企画政策課 宛

※持参の場合は、市役所本庁舎3階の企画政策課窓口

【メール】
kikaku8@city.kakamigahara.gifu.jp

各務原市役所 企画総務部 企画政策課 ＳＤＧｓ担当 宛

※ メールにて提出する場合は、タイトルを

【申請】かかみがはらＳＤＧｓ パートナー登録

として送付してください。
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申請書等の提出先・問い合わせ先

お待ちして
おります


